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中国大陸における成年後見制度の概要

陳博（国立アイルランド大学ゴールウェー校博士課程院生）
高薇（武漢大学公益発展法律研究センター主任研究員）

（陳）　本日は、このような場を設けていただきまして、大変うれしく思います。
また、本日の午前中には韓国の皆さまから、大変貴重な説明をいただきました。
今回は中国の大陸の状況についてご紹介し、先ほどの韓国のご発表の内容と合
わせまして、より一層ご理解いただければと思います。では、中国大陸の状況
についてご紹介申し上げます。
まず、中国の成年後見制度がどうなっているのか。二つ目に、香港やアモイ
を含めて中国で初めてこうした関連の報告が成され、総括所見が権利委員会か
ら発表されましたので、それについてご報告申し上げます。三つ目に、後見制
度というのは、精神障害、知的障害の人に適用されるものと思っておられると
思います。それについて中国ではどのような運用が成されているのかについて
ご紹介申し上げます。
中国の成年後見制度の法律は大変単純で、1987 年に採択された「民法通則」
が基本となっています。その対象は自分を弁別できない精神病者とあり、これ
には認知症患者や行為無能力者、行為制限者も含まれます。これが後見制度の
対象となりますが、非常に狭い範囲であると言えます。後見人には、配偶者、
両親、成年の子女、その他の近親者、関係の深いその他の親しい友人、職場、
あるいは住民委員会、村民委員会などがなれるとされています。
後見の内容は、被後見人の健康、生活、財産を守る民事的な活動を行うこと、
そうしたことを守ることとされています。また、効力のないもの、制限されて
いるものに対して民事的な責任も負うとされています。つまり、全ての民事活
動について、後見人がそれを代理するということになっています。例えば、被

中国（座長：邱大昕）
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後見人が何か民事的な問題を起こしてしまった場合、私が個人的に知っている
限りにおいては、その家族が責任を負わなければならないとなっています。そ
れに対して報酬が与えられる場合もありますが、私が知っている限りでは、そ
れは今のところないと思われます。
成年後見の認定に関しては、まず申請し、精神病者、あるいは行為無能力者、
行為制限者といった者が宣告されることになります。
では、より詳しく見てみましょう。一つ目に、完全には自分の行為を規制で
きない人に関しては、中国大陸の法律によると、適切な民事活動については、
その病状、健康状態に応じて行うことができます。しかし、司法判断において
は行為が制限され、それを自分でやるといった面において制限はないと考えて
います。そういった面の判決は出ていないと考えます。つまり、現行の法律の
範囲内において、この人たちは自分たちでできる限りの自己決定権を持ってい
ると言えると思います。
では、もし完全に後見が必要と判断された場合にはどうでしょうか。残念な
ことに、精神病を患って入院したり、精神障害を患った場合には、自動的にこ
の人は行為能力のない人間だと判断されてしまいます。この行為能力の宣告制
度に関しては、厳格に実行されていません。つまり、法律はあるのですが、実
際にはこの法律に基づいて確認されていないということになります。また、自
分の銀行口座を持てないけれど、銀行側はなぜなのか分からないわけです。
現在「民法総則」について、2016 年に草案が構想されています。今、適用
されている「民法通則」は、30 年前に制定されたものです。それをバージョ
ンアップした「民法総則」というものが考えられています。ご存じのように、今、
自己決定権を拡大しようとする動きがあります。これは中国大陸でも同じで、
7年後、8年後にそれが成されればという感じで進んでいます。この草案の中
においては、「被後見人の意思を最大限尊重するように」という条文が盛り込
まれることになっています。被後見人に有利な最善の原則でもって、被後見人
の意向を最大限に尊重しようという方向に進んでいます。少しではありますが、
中国大陸でも進歩があるかと思います。
では、法律の規定に関しては、どのようになっているでしょうか。中国の報
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告によると、権利委員会に参加したときに、このように報告しました。「実際
の民事活動におきましては、支援が必要とされる障害者に関しては支援を行っ
ている。そして、代理人によって代理行為が行われている」。以前、スペイン
などでもそうでしたが、政府が後見人制度というものを設けていました。中国
でも同様です。けれども、これは権利委員会において明確に否定されました。
条約に違反しているというわけです。その後、総括所見の中で、代理で行うこ
とに関しては、改善していく方向で進んでいるとは思います。
先ほどポスター発表を見ましたが、総括所見で指摘されたような、第 12 条
に反するものに関するものが見られました。中国の立法に関しては、2016 年
に通過しましたが、支援に関してどのようになっているのかということをお話
ししたいと思います。今回のポスター発表では、計画について発表されていま
した。さまざまな方法があります。アイルランドにおいても多くの方式があり
ます。まず、事前にそれを通告し、精神病によって権利が阻害されるような事
態があってはならないということで進んでいます。私はこの支援法に関して紹
介したいと思います。
まずは、事前にそれを通告します。私の役割が制限されます。そして、その
役割をどうするのかに関して審議が成されます。後見代理人になると、私の銀
行口座を調べるなど、私の代わりに代理行為ができるようになるわけです。け
れども、自主的に私が、どこが分からないのかを通告し、その部分について助
けてもらうことになります。契約書にサインをし、約束の範囲の中で代行して
もらいます。これは役割分担ということです。つまり、協働で処理をすること
になるわけです。例えば、私が双極性障害（躁うつ病）があり、私の家を非常
に低い価格で売りに出してしまうとします。その場合、契約書に基づいて、客
観的にこれは病状が悪化したときに成された契約だということで、そのような
契約は破棄されることになります。
アイルランドの立法においては、後見人制度に似たような制度があるにはあ
ります。しかし、法律体系が異なります。理論的に言うと、最後の手段として
用いられることになります。先ほど中国大陸の後見制度について少し触れまし
たが、どのようにその支援を提供するのかに関しては、法律では明確に規定さ
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れていません。家族、親族といった者たちが、代わりに決定することが今は行
われています。これが、中国で行われている後見制度の現状です。
次に、発表者が替わります。後見制度についてしっかりお話ししてもらいた
いと思います。
（高）　皆さん、こんにちは。武漢大学から参りました高薇と申します。私は公
益に関する法律に関して研究しており、特に障害者の権利について研究してい
ます。先ほど中国の後見制度について少し触れられましたが、中国には正式な
法律の枠組みがあるだけでなく行政システムが整っています。つまり、後見に
関係する人たちの問題を解決するシステムが、今、あるにはあります。これが
現状です。
中国障害者連合会が、それを管轄しています。第 12 条に関しては、障害の
種別を問わず、全ての障害者は平等に権利を受ける権利があるとされています。
現在、多くの状況において注目されているのは、知的障害の人たちです。その
他にも、例えば、聴覚障害、視力障害など多くの障害があり、それらの人たち
も権利を制限されています。
中国障害者連合会は、法律に基づく民間の団体で、実際には行政的な機能を
請け負っています。ですので、中国障害者連合会は非常に複雑です。多くの権
利を持っていて、障害者の生活面に関して、いろいろな物事を行使できるわけ
です。中国では、障害者証を規定しています。その中に、障害のレベルや種別
が書かれており、どのような福祉を受けられるのかも決められています。
2008 年、第二世代「中華人民共和国障害者証」が発行されました。これは
管理方法という法律に基づいて発行されるのですが、精神障害者、知的障害者
に関しては、後見人の氏名を書かなければならないとなっています。
第二世代障害者手帳のフォーマットです。注意事項の黄色の部分ですが、「未
成年の障害者、知的障害者、精神障害者は、後見人について記載しなければな
らない」と書かれています。そして、右側のフォーマットの後見人の欄に名前
と電話番号を書くようになっています。
ここにどのような問題があるのか。中国の法律的な枠組みの中では、この人
が行為能力がない人である、限定されるといったことが宣告されるとあります。
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また、障害者証の中には後見人を書けと書いてありますが、一般的にも障害者
というのは、正式な手順を踏んで行為能力がないとか、制限されると宣告され
ているわけではありません。また、自分の行為を弁別できない人が精神障害者
と見なされるわけですが、障害者証の記載によると、ただ単に知的障害者、あ
るいは精神障害者と書かれているだけで、具体的なことは何も書かれていませ
ん。つまり、法的な根拠がなく、こうした表記がされています。
それ以外にも非常に重要な問題として、知的障害者、精神障害者の別にかか
わらず、視力障害、聴力障害者に関しても、この障害者証を発行するときに、
後見人、電話番号も書かなければならないことがあります。つまり、中国障害
者連合会が、後見人についてどのように理解しているのかということが分から
ないのです。例えば、後見人だと思っているけれど、実際にはただの連絡役で
あったりします。何か問題が起きたときに、中国障害者連合会は後見人と連絡
を取ろうとしますが、法的に見ると後見人ではないということがあります。つ
まり、多くの問題が存在します。障害者が問題に直面したとき、後見人の部分
に名前が書いてある人は何かを代行するわけですが、まず他の人たちは後見人
の意見を聴くようになってしまいます。そして、後見人がOKと言えば、実際
に行なわれることになるわけです。こうしたことは、権利侵害につながります。
視力障害、聴力障害を持つ人も同様の問題に直面します。例えば、耳の聞こ
えない夫婦がいて、双方がお互いの後見人になっているという状況がありまし
た。つまり、「あなたの法的能力が足りないのであれば、私がなりましょう」
と奥さんが言えば、逆に旦那さんも奥さんの後見人になるという状況が実際に
あったのです。このように役割を分担した場合、一体誰がどのように、その人
の行為を支援するのかといった奇妙な状況が起こるわけです。
また、目が見えない高齢者の人がいて、後見人はその人の子供で、その子供
が後見人として何か問題を起こしたとします。高齢者、自分の父親に不利なこ
とをしたとしても、彼女が自分の子供であり、後見人であるといった理由で、
その周囲はあまり構ってくれないということがあります。
また、お年寄りの子供が後見人として銀行でクレジットカードを作り、未払
いになってしまったことがあるとします。その後見人が子供であったとすると、
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実際に後見人はいるのですが、責任は高齢者本人の方に行ってしまうという奇
妙なこともあります。
結婚、離婚するということでも、民生局に行って登記をしようとしますが、
一人では受け入れられません。障害があるということで、しっかり考慮ができ
ないと見なされ、必ず意思を表明できるような後見人を連れてこいと言われる
こともあるわけです。
それから、視覚障害がある人が、銀行に行って何か手続きをしようとすると、
銀行員に「あなたは目が見えないから書いてある契約の内容を読めないでしょ
う。だから、後見人を連れてきなさい」と言われ、追い返されてしまうという
こともあります。
つまり、価値観、認識といった面において、大きな不足があります。社会に
問題があるのです。社会は障害者に認知能力が不足していると思うわけです。
法的な能力が効果を発揮し得ない状況にあります。
最後に、一つの例をご紹介します。インターネットである裁判官の話を見ま
した。彼は、自分が担当した事例を分析しています。彼が言うには、離婚の訴
訟があって、女性はろうあ者で、字も書けない、手話も分からないので、私が
娘の代理人としてこの法廷に来ましたと、離婚訴訟の場に父親が来たわけです。
そのとき、女性側の父親は、どのような身分になるのでしょうか。代理人でしょ
うか。後見人でしょうか。
裁判官は、一つ目の観点として、女性の父親は法定代理人になれないと見て
います。なぜなら、法律には障害者の法定代理人を立てるという規定はないか
らであると。しかし、一方で二つ目の観点として、父親を法定代理人として認
めることができるといった考え方もあると言っています。なぜなら、彼女は訴
訟を行使する能力がないからです。慣例の規定によると、訴訟能力のない人に
関しては、自分の法定代理人を代わりに出廷させてもいいと規定されているか
らです。本人が、十分に法廷でのコミュニケーションが取れないということで、
父親を法定代理人として法廷に出廷させることができると。
この裁判官は、二つ目の観点、つまり父親が法定代理人となれると考えてい
ました。つまり女性はろうあ者で訴訟に参加できないので、父親が法定代理人
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になれるということです。しかしおかしなことに、法律にはこのような規定が
ないというのです。けれど、少し回りくどいですが、考えていけば、実際には
法定代理人になり得るだろうという結論に達したわけです。法律の業界の人で
さえ、こうした認識しか持てないわけです。つまり障害のない人の角度でしか
ものを見ていないのです。女性が十分に訴訟に参加できないのは、彼女自身の
問題でしょうか。手話通訳がいないといった社会的な構造の問題ではないで
しょうか。
従って、中国の後見人制度は、法律的にはまだまだ漏れがあると思います。
行政においても同じです。つまり、混乱した状況にあると言えます。社会全体
において、障害者の人たちは、どのような態度を取るべきなのか。これには法
律の法曹界の人も含まれています。そして、専門的な目で見ていかなければな
りません。実際に仕事を持っている障害者の方は少ないと言えます。より多く
の人たちが、この問題に関与していくことを望んでいます。ありがとうござい
ました。
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�

– ࡀẸ⾜Ⅽ⬟ຊࡣ⪅⢭⚄ᝈᝈࡣἲุỴ࡛ྖࡢࡃከࠊࡋࡋ
ࠊࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡋㄆᐃⓗື⮬ࡿ࠶࡛⪅㸧ࡓࢀࡉ㸦ไ㝈࠸࡞
ୖࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࡿ࠶ᚋぢே࡛ⓗື⮬ࢆ⪅㏆ぶࡢࡑ
グࡢ≉ูᡭ⥆ࡓ⤒ࢆࡁ⾜Ⅽ⬟ຊᐉ࿌ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࢆ�

�

��
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��������ᡂᖺᚋぢ㛵㐃ἲไᗘࠊ୍

– せⅬ�㸸ࠕẸἲ⥲๎ࠖⲡ㸦����㸧࡛ࠕ⿕ᚋぢேࡢពぢࠖ
ゝཬ�

�

– ᑛ㔜ࢆពᛮࡢᚋぢே⿕ࠊሙྜࡿࡍᐃ☜ࢆᚋぢேࡾࡼ༠㆟ࠕ
�ࠋࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

�

– ᚋぢࡀேẸἲ㝔ࡣࡓࡲẸᨻ㒊㛛ࠊᮧẸጤဨࠊఫẸጤဨࠕ
ேࢆᣦᐃࡿࡍሙྜࠊ⿕ᚋぢே᭱ࡢ┈ࡢཎ๎ᚑࠊ࠸⿕ᚋ
ぢேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࠋࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

��

ࠊ㞀ᐖ⪅ᶒጤဨࡢᑂ㆟�������

– ୰ᅜࡢࡽሗ࿌㸸ᡂᖺᚋぢࠊࡣពᛮỴᐃࢆᨭ࡛ࡢࡶࡿࡍ
�ࠋࡿ࠶

�

– ⌮௦ࠊࡣ⪅㞀ᐖࡿࡍᚲせࢆຓ࡚࠸࠾Ẹάືࡢᐇ㝿ࠕ
ேࢆ㏻࡚ࡌẸୖࡢἲᚊ⾜Ⅽࢆᐇ͐͐ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ
ࠗẸἲ㏻๎࡛࠘ࠊࡣẸ⾜Ⅽ⬟ຊ࠸࡞ࡀཪࡣไ㝈ࡿࢀࡉ⢭⚄
ᝈᝈ⪅ᑐࠊࡋ㓄അ⪅ࠊ∗ẕࠊᡂேࡓࡋᏊࡢࡑࠊࡶࡢ
㏆ぶ⪅ࠊཬࠊࡧఫẸጤဨࠊᮧẸጤဨྠࡀពࡓࡋᐦ᥋࡞㛵
ಀࡢࡑࡿ࠶ࡢぶ᪘࣭ேࡀᚋぢேࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࡞
ᐃࠖ͐͐ࠋࡿ࠸࡚ࡵ�

��
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ࠊ㞀ᐖ⪅ᶒጤဨࡢᑂ㆟�������

– ⥲ᣓᡤぢ㸸�

– ᙜヱไᗘࠊࡾ࠾࡚ࡏᐤࢆ㛵ᚰไᗘࡿࡍᵓ⠏ࢆἲⓗᚋぢ㛵ಀࡣጤဨࠕ
ᕫỴ⮬ࡀ⪅㞀ᐖࠊࡣጤဨࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴ྜつᐃࡢ᮲⣙ࠖ➨��᮲ࠕࡣ

ᐃࡢᶒࢆ᭷ࡢࡑࡘࠊࡇࡿࡍ⮬ᛶࠊពᛮཬࡧ㑅ዲࡀᑛ㔜ࡿࢀࡉᶒ

ࢆ᭷ࢆࡇࡿࡍㄆࡿࡵᨭࡁពᛮỴᐃࠊࡀ࣒ࢸࢫࢩࡢᮏ⥾⣙ᅜ࠾

�ࠋࠖࡿࡍព␃ࡇࡿ࠸࡚ࡋḞዴ࡚࠸

– ἲࡢࡽࢀࡑࡿࡍチᐜࢆಙクᚋぢࡿࡍᑐᡂᖺࡀᮏ⥾⣙ᅜࠊࡣጤဨࠕ
ᚊࠊᨻ⟇ࠊᐇ㊶ࢆᗫṆࡿࡍᥐ⨨ࢆㅮࠊࡶࡿࡌ௦᭰ⓗពᛮỴᐃไᗘ

�ࠖ͐͐ࠋࡍಁ࠺ࡼࡿࡌㅮࢆ⨨ἲⓗᥐࡿ࠼᭰ពᛮỴᐃไᗘࡁᨭࢆ

��

ࠊ㞀ᐖ⪅ᶒጤဨࡢᑂ㆟�������

– �㸸ࣥࣙࢩࢡࡢᚋࡢࡑ

�

– ⥲ᣓᡤぢᑐࡿࡍᨵ㠉ィ⏬ࡔࡲࡣᥦ♧ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ�

– 㞀ᐖ⪅ᶒ᮲⣙ࠕࡀẸἲ⥲๎ࠖ㸦ⲡ㸧㛵ࡿࡍබⓗ㆟ㄽ⤌
ㄆࡣࡓࡲᑟධࢆᨭࡢⅭ⬟ຊ⾜ࠊࡣⲡࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡳ

ᐃࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋᚋぢே☜ᐃ㛵㐃ࡿࡍ⟠ᡤࠕ࡚࠸࠾⿕ᚋぢே

�ࠋࡳࡢࡿࡍゝཬᑛ㔜ࠖࡢពᛮࡢ

– ୍⯡♫㸸ⲡᑐࡋಟṇពぢࢆᥦฟࠊࡿࡍ๓ᣦ♧ࢆ᥎㐍➼

���
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㞀ࡢ㢮✀ࡢࡢࡑࡧᡂᖺᚋぢཬࠊ୕
ᐖ⪅������
�

– ➨ୡ௦ࠕ୰⳹ேẸඹᅜ㞀ᐖ⪅ドࠖⓎ⾜㛵ࡿࡍ㏻▱
㸦����㸧�

– ୰ᅜ㞀ᐖ⪅㐃ྜࠊࡣㄪᰝ◊✲ཬᩘࡧᗘ᳨ࡢドࡢ⤖ᯝࠊ�

����ᖺࡾࡼᅜ⤫୍ࡢ➨ୡ௦㞀ᐖ⪅ドࢆⓎ⾜ࢆࡇࡿࡍ

Ỵᐃࠋ�

�

– �୰⳹ேẸඹᅜ㞀ᐖ⪅ドࠖ⟶⌮᪉ἲ㸦����㸧ࠕ

– ᮍᡂᖺࡢ㞀ᐖ⪅ཬࡧ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࠊࡣἲᐃᚋぢ
ேࡢẶྡ㟁ヰ␒ྕࢆグ㍕ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

���

㞀ࡢ㢮✀ࡢࡢࡑࡧᡂᖺᚋぢཬࠊ୕
ᐖ⪅������
�

����� � � � ୰⳹ேẸඹᅜ➨ୡ௦㞀ᐖ⪅ドࡢᵝᘧ�

�

�

�

���

ὀព㡯�
��ᮏドࡾࡼᅜཬࡧᆅඖᨻᗓᡤᐃࡢ
㞀ᐖ⪅ඃ㐝⟇ࡀ㐺⏝ࠋࡿࢀࡉ�
�
��ᮏドࡣᮏேࡢ⏝㝈ࠊࡾே
㈚⏝ࡣࡓࡲㆡΏࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ⣮
ኻࡢ㝿ࡸ㏿ࡣᮏேࡀᒃఫࡿࡍ┴
㸦ᕷࠊ༊㸧ࡢ㞀ᐖ⪅㐃ྜ㏻ሗࠊࡋ
ᗫᲠࢆኌ᫂ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�
�
��ᡤᣢ⪅┿ࡣㄆྍᶵ㛵ࡢᾋࡁฟ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࢀࡉᢲ༳ࡀ༳ࡋ
�ࠋࡿ࠶ຠ࡛↓ࡣሙྜࡁ࡞༳ࠋ࠸
�
��ᮍᡂᖺࡢ㞀ᐖ⪅ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࠊ⢭
⚄㞀ᐖ⪅ࠊࡣᚋぢே࡚࠸ࡘグ㍕ࡋ
�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
�
��ᮏドࢆ↓᩿࡛ᨵ❠ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ�

ᚋぢ�
ே�

⮬Ꮿ�
ఫᡤ�

㟁ヰ�
␒ྕ�

㞀ᐖ�
✀ู�

ฟ⏕�
ᖺ᭶�

ᛶ� ู�

Ặྡ�

Ẹ᪘�

㞀ᐖ�
➼⣭�
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㞀ࡢ㢮✀ࡢࡢࡑࡧᡂᖺᚋぢཬࠊ୕
ᐖ⪅������
��

– せⅬ�㸸㞀ᐖ⪅ドグ㍕ࠕࡢᚋぢேࠖࠊࡣ㏻ᖖࡢሙྜࠊẸ⾜Ⅽ⬟ຊ
ࡇ࠸࡞࠸࡚⤒ࢆࡁ⥆ᡭࡢᣦᐃࡧᐉ࿌ཬࡢ㸧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸦ไ㝈ࡋ࡞
�ࠋ࠸ከࡀ

– ࡍ̾̾ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋグ㍕ࢆྕ␒㟁ヰẶྡࡢἲᐃᚋぢேࠊࡣ⪅⢭⚄㞀ᐖࠊ⪅ⓗ㞀ᐖ▱ࡧ㞀ᐖ⪅ཬࡢᮍᡂᖺࠕ
�㸽ᚲせࡀᚋぢே࡞ࡳࡣ⪅ⓗ࣭⢭⚄㞀ᐖ▱ࡢ࡚

– ≉㸸ி⡠ࡢ㞀ᐖ⪅ཷࡀ㡿ࡓࡋ᪂࠸ࡋ㞀ᐖ⪅ドࠊࡣᚋぢேྡࡀグ㍕ࡎࢀࡉ㐃⤡ඛࡢ㟁ヰ␒ྕࡳࡢグ㍕ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
�ࠋࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆࡵࡶࡣࢀࡇ

– �㸽⩏ྠᚋぢேࡢẸἲ㏻๎ࠖᡤᐃࠕࠊࡣᚋぢே࠺࠸࡛ࡇࡇ

�

– せⅬ�㸸ࡢࡑࡢ✀㢮ࡢ㞀ᐖ⪅ࠕࡶᚋぢேࠖグ㍕ࢆồࠋࡿࢀࡽࡵ�
– ᆅᇦࡾࡼᕪ␗ࡿ࠶ࡀ㸸�

������ி㸸▱ⓗ࣭⢭⚄㞀ᐖ௨እࠊࡣ㏻ᖖࠊᚋぢேグ㍕ࡣᙉไࠋ࠸࡞ࢀࡉ�

������Ṋ₎㸸༊ࠋࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ➨୍ୡ௦㞀ᐖ⪅ドࢆ➨ୡ௦ษࡓ࠼᭰ࡾ㝿ࡶᚋぢேẶྡグ㍕ࢆṧࡓࡋ༊ࠋࡿ࠶ࡀ�

�

�
�

���

㞀ࡢ㢮✀ࡢࡢࡑࡧᡂᖺᚋぢཬࠊ୕
ᐖ⪅������
� �

– せⅬ�㸸ࡢࡑࡢ✀㢮ࡢᡂᖺ㞀ᐖ⪅ᑐࡋᚋぢேグ㍕ࢆᙉ

ไࡿࡍၥ㢟�

�����ኵ፬ேࠊࡾ࠶࡛⪅⫐ࡶࢆ࠸ᚋぢேࠋࡿ࠸࡚ࡋ�

ᚋぢࡣᆅඖ㒊㛛ࠊࡀࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗཤࡕᣢࢆ㏥⫋ᖺ㔠ࡢᮏேࡀࡶᏊࡢ⪅㧗㱋ࡢ⫐�����

ேࡀᏊ࡛⏤⌮ࢆࡇࡿ࠶ධࢆᣄࠋࡔࢇ�

ㄳ࣭ཷ⏦ࢆࢻ࣮࢝ࢺࢵࢪࣞࢡࡾࢃ௦ᮏே࡚ࡋᚋぢேࠊࡀࡶᏊࡢ⪅㧗㱋ࡢ⫐�����

㡿ࢻ࣮࢝ࠋ㈇മࠊࢆ㖟⾜ࡢ⫐ࡢࡑࡣ㧗㱋⪅㏉῭ㄳồࠋࡓࡋ�

�����⫏⪅ኵ፬ࡀ㞳፧ࠊࡀࡓࡋ࠺ࡼࡋᏊࡣࡶᚋぢேࠊ࡚ࡋẸᨻᒁᑐࡋ㞳፧ᡭ⥆

�ࠋࡓࡋせㄳ࠺ࡼࡿࡍᣄྰࢆࡁ

�����┣ேࡀ㖟⾜ཱྀᗙࡽ㡸㔠ࢆᘬࡁฟࠊࡽࡓࡋ࠺ࡑ㖟⾜ࠊࡽᚋぢேࡢࡑࡀሙ᮶

�ࠋࡓࢀࡽࡵồ࠺ࡼࡿࡍྡ⨬࡚

�

�

���
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㞀ࡢ㢮✀ࡢࡢࡑࡧᡂᖺᚋぢཬࠊ୕
ᐖ⪅������
��

– せⅬ�㸸ࡢࡑࡢ✀㢮ࡢᡂᖺ㞀ᐖ⪅ࡢᚋぢ㛵࡚ࡋ⣮தࡓࡗ࡞ሙྜࡢッゴ
యࡢ㈨᱁�

– ௳ᴫせ㸸ኵࡢࡽ㞳፧ㄳồ࡚ࡗࡼุࠋࡓࡗ࡞ጔࡣ⫏။⪅࡛ࡵࡓࡿ࠶ฟᘐࠋࡓࡗ࡞ࡋጔ
⌮௦ࡢፉࡀศ⮬ࠋࡓࡗ࡞ࡋฟᘐࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡶᡭヰࡎࡅ᭩ࡀᏐࠊୖࡿ࠶࡛⪅။⫐ࡣፉࠕࡣ∗ࡢ
ே࡚ࡋุཧຍࠖ࠸ࡓࡋᙇࡢࡇࠋࡓࡋሙྜࠊጔࡀ∗ࡢุཧຍࡢࡵࡓࡿࡍἲⓗᆅࠊࡣ
ཷ௵௦⌮ேࡶࢀࡑࠊࡢ࡞ἲᐃ௦⌮ேࡢ࡞㸽�

– ุᐁࡢศᯒ�

– ࡞⏤⮬ࡀཱྀ⪥ࠊࡣ୰ᅜἲࠋࡿࡁཧຍุ࡛ࡳࡢ࡚ࡋ௦⌮ே௵ཷࡣ∗ࡢぢ᪉㸸ጔࡢࡘ୍
�ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠸࡞ࡀつᐃ࠺࠸ࡿࡏࡉ௦⌮ཧຍุࢆἲᐃ௦⌮ேࡢࡑࡀ⪅

– ࡢ┠ࡘぢ᪉㸸ጔࡣ∗ࡢἲᐃ௦⌮ே࡚ࡋุཧຍ࡛ࠋࡿࡁไ㝈Ẹ⾜Ⅽ⬟ຊ⪅ࡣࡓࡲẸ⾜
Ⅽ⬟ຊࡣ⪅࠸࡞ࡢᚲࡸࡎッゴ⾜Ⅽ⬟ຊࠊࡀࡿ࠶࡛⪅࠸࡞ࡢッゴ⾜Ⅽ⬟ຊࡀ⪅࠸࡞ࡢไ㝈Ẹ⾜Ⅽ
⬟ຊ⪅ࡣࡓࡲẸ⾜Ⅽ⬟ຊࡣ⪅࠸࡞ࡢ㝈ࠕࠕࠋ࠸࡞ࡽᙜุᡤࡣࡢ┠ࡘពぢ㈶ྠࠋࡿࡍἲⓗ
ᙜヱࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᥋つᐃ┤ࡣࠊࡿࡏࡉ௦⌮ཧຍุࢆἲᐃ௦⌮ேࡢࡑࡣ⪅။⫐ࠊࡣ
せㄳࢆ௦⌮ཧຍࡢἲᐃ௦⌮ேࠊࡣሙྜࡿ࠶࡛⬟ྍࡀពᛮ㏻࡚࠸࠾⌮ἲᘐᑂࡀ⪅။⫐ࡢ
�ࠋࠖࡿࡁಖㆤ࡛ࡃⰋࡾࡼࢆᶒࡢ⪅။⫐ࡢᙜヱࡀ᪉ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡁࡿࡍ

�
�

���

୰ᅜ㝣ࡿࡅ࠾�

ᡂᖺᚋぢไᗘࡢᴫἣ�

㝞༤㸦ᅜ❧ࢻࣥࣛࣝᏛᰯ࣮࢙࣮࢘ࣝࢦ㸧�

㧗ⷪ㸦Ṋ₎Ꮫබ┈Ⓨᒎἲᚊ◊✲࣮ࢱࣥࢭ㸧�


